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改定：2021 年 7 月 11 日 

博多南駅前ビル レンタルスペース 

新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン 

 

はじめに 

 

博多南駅前ビルでは、 

新型コロナウイルス感染拡大に伴いレンタルスペースの利用停止や 

一部閉館等の措置を行っております。 

経験したことのない大変厳しい状況の中、 

皆さまのご理解とご協力に心から感謝を申し上げます。 

 

この度、一部のガイドラインを改定いたしました。 

 

今後も感染状況や近隣都府県の状況、国の指針を踏まえた上で 

現状の措置を都度検討してまいります。 

引き続き、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 
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基本方針 

利用者は本ガイドラインの【1.利用条件】を満たした後、【2.感染拡大防止策（レンタルスペ

ース利用者実施）】を講じた上でご利用ください。また『ナカイチ』としても感染拡大防止の

ため、【5.感染拡大防止策（こととば那珂川実施）】のような対応を行っております。 

 

1. 利用条件 

・利用人数は、1F 多目的ホールは、全面利用の場合 15 名以下、半面利用の場合 8

名以下、2F イベントスペースは、全面利用の場合 20 名以下、半面利用の場合 10 名

以下、サークルキッチンは 13 名以下、屋上スペースは 9 名以下を原則とします 

  ※スタッフ含めての人数です。 

※駅前公園の上限人数に関しては一度ご相談ください。 

・不特定多数の来場が予想される場合、利用できません 

・利用スペースの椅子・机の場所を記した配置図を提出してください 

※配置に関する注意事項は【3．配置における注意事項】を参考にしてください。 

スタッフが改善の必要があると判断した場合、再提出を求める場合があります。 

・利用時に【2.感染拡大防止策（レンタルスペース利用者実施）】を全て講じてくだ

さい 

・感染者の発覚等でスタッフが必要と判断した場合、場所の変更、中止などスタッフ

の指示に従ってください 
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2. 感染拡大防止策（レンタルスペース利用者実施） 

利用前 

・参加者に向け感染予防に関する周知を行う 

 ※周知内容は【4.利用者さまにご周知頂きたいこと】を参考 

・全参加者の連絡先を把握 

利用時 

・利用者全員のマスクまたはフェイスシールド着用 

・入室前に体調不良者がいないかを確認 

・入室前に手洗い、手指の消毒を行う 

 ※消毒液は利用者で準備 

・窓、扉は開放した状態で利用する 

・雨天時、１階多目的ホールはドアを空けての利用を想定してください。 

・階をまたぐトイレの利用はしない 

 ※1F 多目的室利用の場合は、1F トイレのみの利用とする 

利用後 

・ごみはすべて持ち帰る 

・出血、吐しゃ等があった場合その場所をスタッフに知らせる 

 

3. 椅子・机などの配置における注意事項 

共通 

・椅子は 1ｍ程度離して配置する 

・向き合うような形で椅子、机を配置する場合は 

1.8m 程度の距離を取る、又はアクリルボード等で区切る 

ステージ利用時 

・ステージと観客席を事前に設定し、配置図に書き込む 

・観客が密集しないようパーテーションやロープで区切る 

飲食 
・飲食用の机を設け、消毒液を用意する 

・紙皿、コップ等は利用者同士で共有しないようできるだけ工夫する 
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4. 参加者にご周知頂きたいこと 

  ・マスク着用で参加してもらう 

・事前に体温の計測を行う 

  ・発熱、咳、倦怠感や息苦しさがある場合利用を控えてもらう 

  ・マイカー、徒歩、自転車での参加を勧める 

  ・こまめな水分補給で熱中症にも注意してもらう 

 

5.〈参考〉感染拡大防止策（こととば那珂川実施） 

① 常時 

  ・マスク着用 

  ・書類、物品、金銭の受け渡しはトレイを使用する 

  ・利用者用のボールペンを用意、利用後は消毒を実施 

 

② スペース利用前 

  ・利用階箇所の消毒 

  ・貸出品の消毒 

  ・すべての窓、排煙扉の開放 

 

③ スペース利用終了後 

  ・次の利用がある場合再度消毒を実施 

 

以上 
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・よくある質問 

 Q.不特定多数の来場が予想される利用とはどのようなものですか？ 

 A.マルシェやお祭り等、参加者全員の名前、連絡先が把握できないもの。 

  飛び入りでの参加が可能なものがあたります。 

 

 

Q.当日まで利用人数が確定しない場合はどうしたらよいでしょうか？ 

 A.制限人数の範囲で前後するものについては、事前におおよその人数をご申告くだ

さい。超過する恐れがある場合は利用をお控えください。 

またはスペース利用者の責任において人数制限等の措置を講じてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


